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令和８年１月１６日 

一般財団法人青森県教職員互助会 

 

今月の互助会の医療費補助金等の給付金送金日は、令和８年１月２２日（木）です。 

 互助会からの給付がある方には、ハガキの「給付金送金明細書」でお知らせしています。 

 

◎「カフェテリアプラン」の給付について 

「カフェテリアプラン請求書」の受付が１０月１日から始まっており、１２月２５日までに受付 

し、不備等がない場合、１月２２日に送金になりますので、今回送付した「給付金送金明細書」を 

ご確認ください。 

ただし、コンサート、ホテル宿泊、JR 等の乗車券などのメニューで「カフェテリアプラン請求 

書」を提出したが、実施日前である場合は、公演中止、キャンセル、運休等による返金が考えられ 

るため、実施後に給付するよう保留しています。【該当する会員の方には連絡済です。】 

請求書の不備等により是正を依頼している場合も送金を保留しています。 

    上記以外に、請求書を提出したにもかかわらず、１月２２日送金の「給付金送金明細書」に記載 

されていない場合は、お手数ですが互助会へご連絡ください。 

 

◎ご注意ください ～「カフェテリアプラン」の請求書受付期間等について～ 

 「カフェテリアプラン請求書」の受付は、令和８年３月３１日（互助会必着）までです。 

 補助対象会員に対し、会員一人当たり７，０００円を限度に補助するもので、請求回数は年度内 

１回限りで、未請求の場合でも次年度に請求することはできませんので、補助対象となるメニュー 

を実施し、その経費の補助を希望する場合は、必ず令和８年３月 31 日（互助会必着）までに請求 

書を提出してください。 

 なお、請求書の提出には、電子申請が便利です。 

  

  【二次元バーコード】    

                           

 

 

 

 

 

 

「カフェテリアプラン」請求書提出時の注意事項については下記のとおりですので、参照の 

うえ、不備等がないようご注意ください。 

 

・領収書にあて名が記入されていない、または、領収書のあて名が名字のみの場合 

→ 領収書の余白にフルネームを記入 

・請求額が、７，０００円未満の場合 

→ 電子申請の場合は、追加請求がない旨、該当箇所にチェックを入れる 

    → 郵送、メール、持参の場合は、請求書の余白に追加請求がない旨を記入 

      ・領収書に、実施日が記載されていない場合（例：コンサート、ホテル宿泊、JR 等乗車券など） 

     → 他に実施日が確認できる書類を添付 

添付できる書類がない場合は、領収書の余白に記入 

 

↓↓ 裏面に続く ↓↓ 

要注意！ 
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◎今年度６０歳となる会員の方へ ～健康保険と互助会加入の取扱いについて～ 

退職（他共済組合へ転出する場合を含む。）等により、公立学校共済組合青森支部組合員の資格 

を喪失する場合は、当互助会は退会となります。これは、互助会の加入資格が、「公立学校共済組 

合青森支部に加入する組合員である教職員及び教育関係職員」となっているためです。 

互助会は、退会に伴う手続きは必要ありませんが、令和８年度以降の就業状況等により、健康保 

    健と互助会加入の取扱いは下記のとおりとなりますので、ご自分がどれに該当するのか、確認して 

みましょう。 

 

【今年度６０歳の方に係る令和８年度以降の健康保険の取扱い】 

     令和７年度（60 歳） R８.4      令和８、９、１０年度           R11.4  令和１１年度～（6４歳～） 

（61 歳、62 歳、63 歳定年）           

                                              

                       常勤職員（定年引上げ）                     再任用職員 

          ①「公立学校共済組合」（一般組合員）【手続きなし】        （暫定再任用制度） 

                       定年前再任用短時間勤務職員               ※フルタイム又は短時間を選択 

 ②「共済組合任意継続」又は「国民健康保険加入」         フルタイムは①、  

臨時的任用の臨時講師等※１として勤務            短時間は②に加入 

    ③「公立学校共済組合」（短期組合員）」【手続きなし】 

      民間へ再就職                     ※再任用職員以外の場合は、 

     ④「再就職先の健康保険加入」                  左記③～⑤のとおり 

                       無職 

⑤「共済組合任意継続」、「国民健康保険加入」、 

「家族の被扶養者認定」から選択  

※①～⑤は、あくまでも一例です。ご不明な点は、公立学校共済組合青森支部へお問い合わせください。 

 

臨時講師等※１ → 臨時講師、臨時養護助教諭、臨時実習講師、臨時寄宿舎指導員、臨時学校栄養職員、 

臨時事務職員、非常勤職員（短時間勤務） 

【互助会加入の取扱い（令和８年度）】 

パターン① 引き続き加入 

パターン② 退 会 

パターン③ 引き続き加入 

パターン④、⑤ 退 会 

いずれの場合も、手続きは不要です。 

パターン①、③の場合で、引き続き加入を希望しない場合は、「退会届」を提出してください。 

今回から「加入確認書」の提出は不要となりました。 

ご自分の互助会加入の有無は、給与明細書「互助掛金」欄で確認できます。 

 

 

      互助会では、会員のみなさまからのご意見、ご要望を募集しています。 

こんな給付をして欲しい！このようなやり方の方がいいのでは？など、何かありましたら、 

ホームページの「お問い合わせ」からのメールや、電話・ＦＡＸ等でお寄せください。 

 

「互助会 NEWS」は、互助会ホームページからもご覧いただけます。（バックナンバーを含む。） 

〒030-8540 青森市長島一丁目１－１   一般財団法人青森県教職員互助会 

ＴＥＬ 017-734-9914  FAX 017-734-8276 
                                        互助会ホームページ 
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